
 

   三木市個人情報保護法等施行細則（令和５年三木市規則第１号 抄）  

 

（電磁的記録の開示方法） 

第３条 法第８７条第１項本文で行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。  

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テー

プ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付

の方法 

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されて

いる場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

の方法 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等

に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気

ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複

製物の交付の方法により開示を行うことができる。  


